
ＳＳ－ＭＩＸ普及推進コンソーシアム 会則 
 

第１章 総則 
（名称） 
第１条 本会は、ＳＳ－ＭＩＸ普及推進コンソーシアムと称する。 
（事務所） 
第２条 本会は、株式会社ＨＣＩ内に事務所を置く。 
    （東京都中央区日本橋本町１－５－１７ 町田ビル５Ｆ） 
 

第２章 目的および事業 
（目的） 
第３条 本会は、診療情報交換推進事業（ＳＳ－ＭＩＸ）の普及に関わる様々な環境の改善・整備の

ための活動を行う。 
（事業） 
第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(１)「ＳＳ－ＭＩＸ」および「静岡県版電子カルテシステム」の仕様などの、関連する情報の共有 
(２) 厚生労働省や静岡県、静岡県病院協会など関連する団体からの情報の共有 
(３) 普及推進のための広報活動の検討 
(４) 普及推進のための講演会などの開催 
(５)「ＳＳ－ＭＩＸ」および「静岡県版電子カルテシステム」についての技術情報についての研修

会などの開催 
(６) 規格認定作業の支援 
(７) 普及の後の運用・保守体制などについての検討 
(８) その他「ＳＳ－ＭＩＸ」および「静岡県版電子カルテシステム」に関する事項に対する支援 
 

第３章 会員 
（会員） 
第５条 本会の会員は正会員と賛助会員とする。 
  ２ 正会員は、ＳＳ－ＭＩＸおよび静岡県版電子カルテシステムの普及推進に関心があり、具

体的に関わる業務を有する、ＩＴメーカー、ソフト関連会社、ＩＴ販売会社、コンサルテ

ィング会社等で、計画に基づく定期的な活動を継続的に行う団体とする。 
  ３ 賛助会員は、本会趣旨を理解し、正会員からの要請、若しくは都度、自主的に活動を行う

団体とする。 
（入会） 
第６条 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得

なければならない。 
（退会） 
第７条 退会しようとする会員は、所定の退会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければ

ならない。 
（除名） 
第８条 本会の会員で次の各号の一つに該当するときは、理事会の承認で当該会員を除名すること

ができる。 
(１) 会費を２年以上滞納したとき 
(２) 本会の会員としての義務に違反したとき 
(３) 本会の名誉を傷つけ、又は、本会の目的に反する行為があったとき 



（権利と義務） 
第９条 正会員は総会に出席して議決権を行使し、本会の業務に対して意見を述べることができる。 
  ２ 正会員は、会則および総会の議決を遵守し、本会が行う各事業について適切な活動を行わな

ければならない。 
  ３ 賛助会員は、議決権を有しないが、総会、委員会に出席し意見を述べることができる。 
（会費） 
第１０条 会員は別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。 
 

第４章 役員 
（役員） 
第１１条 本会に役員として、会長１名、副会長若干名、監事２名、理事、顧問をおく。 
（幹事会員、役員の選任） 
第１２条 正会員の互選で、幹事会員を選任する。 
   ２ 幹事会員は、１名の理事を理事会に登録することができる。 
   ３ 理事会の互選で、会長を選任する。 
   ４ 副会長は、会長が理事のなかから指名する。 
   ５ 監事は、会長が正会員のなかから指名する。 
   ６ 顧問は、幹事会員が推薦し、理事会が指名する。 
（役員の職務） 
第１３条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
   ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会であらか

じめ定めた順序によりその職務を代行する。 
   ３ 理事は、理事会を組織し、事業計画案、収支予測その他会務全般について審議する。 
   ４ 監事は、本会の業務および財産に関してその執行状況を監査し、総会に報告する。 
   ５ 顧問は、臨時理事会、総会などに出席して意見を述べることができる。 
（役員の任期） 
第１４条 本会の役員の任期は２年とし、再任は妨げない。 
 

第５章 会議 
（会議の種別） 
第１５条 本会の会議は総会、理事会とし、総会は念１回以上開催する。 
（構成および機能） 
第１６条 総会は、正会員をもって構成し、次の事項を議決する。 
 (１) 事業計画および収支予算 
 (２) 事業報告および収支決算 
 (３) 会則の変更 
 (４) 解散および残余財産の処分 
 (５) 会費および負担金規程 
 (６) その他、本会の運営に関する重要事項 
  ２ 理事会は、会長、副会長、理事、監事をもって構成し、次の事項を議決する。 
 (１) 業務の執行に関する事項 
 (２) 本会の運営に関する事項 
（開催ならびに招集） 
第１７条 総会は、会長が招集し、定足数は正会員の２／３以上の出席（委任状を含む）をもって成

立とする。 



   ２ 理事会は、必要に応じて会長が招集し、定足数は理事の２／３以上の出席（委任状を含む）、

かつ、議決権を有する理事の２／３以上の出席をもって成立とする。 
（議長ならびに議決） 
第１８条 会議の議長は、会長がこれにあたる。 
   ２ 会議の議決は、議決権を有する出席者の過半数をもって決する。 
（委員会） 
第１９条 本会は、第４条に掲げる事業を行うため、委員会を置くことができる。 
 

第６章 活動内容の公表等 
（情報提供・活動内容の公開・意見聴取） 
第２０条 本会の目的達成促進を図るため、都度、有用と思われる情報提供や、活動内容の公表を行

う。 
   ２ 本会は、必要に応じ、活動内容について広く意見を求める活動を行う。 
 

第７章 会計 
（予算および決算） 
第２１条 本会の収支予算は、議会の議決を経て定める。ただし、次年度総会開催までは前年度予算

を基準として執行する。 
（会計年度） 
第２２条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
（事務局） 
第２３条 本会の事務を処理するために事務局をおくことができる。 
   ２ 事務局機能としては、以下のとおりとする。 
   (１) 会員への連絡 
   (２) 会議の開催、運営 
   (３) 外部との連絡窓口 
   (４) 情報の公開 
   (５) その他本会維持のために必要な業務 
 
附則 
１．本会則は、平成１９年３月１４日より施行する。 
２．本会則は、平成１９年７月１３日より施行する。 



本会の趣旨に賛同し、計画に基づく定期的な活動を継続的に行う団体

（年会費：5,000円）
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※申込書に記載された個人情報については、下記の利用目的の範囲内で取り扱うこととし、その範囲を超えて取り扱いはいたしません。

　　利用目的：本会に関する情報提供、および関連するセミナーの案内、会費に関する確認

※申込書の内容に変更がある場合は、事務局までご連絡ください。
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